
令和５年９月 22日  

愛媛県行政書士会 

松山支部会員各位  

 

愛媛県行政書士会松山支部   

支部長 岡田 学    

 

 

「行政書士による無料相談」相談員の募集について（お願い） 

 

清秋の候 貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、本年も 10 月の「行政書士制度広報月間」にあわせて、下記要領にて「行政書

士による無料相談」を開催することとなりました。 

つきましては、支部会員の皆様方に相談員としてご協力を賜りたく、以下のとおりご

案内申し上げます。 

無料相談は、案件としては例年相続・遺言に関するものが多数を占めますが、昨今は

日常生活上の様々な問題や社会制度に関する相談も増えております。 

 相談員は二人一組として相談を受けますので、各業務分野に精通した会員のみならず、

業務歴の長短にかかわらず無料相談に関心を持たれている会員の積極的なご参加、ご協

力をいただけますようお願い申し上げます。 

応募につきましては、別紙応募票に必要事項をご記入の上ＦＡＸまたは電子メールに

て申し込みください。 

 

記 

１ 日 時：令和 5年 10月 9日（月・祝） 午前９時 00分から午後５時 00分まで 

      （相談会開催時間は午前９時 30分～午後４時 30分） 

２ 場 所：フジグラン松山 5階ギャラリー 

３ 主 催：愛媛県行政書士会 

４ 実 施：愛媛県行政書士会松山支部 

 

 

相談員のご応募は、 10 月 2 日（月）必着でお願いします。 

 



（別紙） 

 

「行政書士による無料相談」相談員応募票 

 

 

 

ご協力いただける時間区分のいずれかを○で囲んでください。 

 

    どちらでも  ・  午 前  ・  午 後 

（9:00～17:00）    （9:00～13:00）   （13:00～17:00） 

※時間には準備(9:00～9:30)と後片付(16:30～17:00)に要する時間を含みます。 

 

得意とする業務分野をご記入ください。 

 

 

 
 

氏 名 

 

    電子メール                           

 

 

電子メール：gyouseimatsuyama@ymail.ne.jp 

ＦＡＸ番号：０８９－９８９－４０７８ 
（松山支部長事務所宛） 

 

 希望者多数の場合は当方にて選考し、連絡しますので、必ずしもご希望に添えない場

合があることをあらかじめご了承ください。 

 

 

相談員のご応募は、 10 月 2 日（月）必着でお願いします。 


